
議案第４２号

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２７年５月２８日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区特別区税条例（昭和３９年杉並区条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。

第１６条第２項中「または」を「又は」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらないもの

とする。

第１６条第３項中「本項」を「この項」に改め、同条第４項中「施行規則」を

「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」とい

う。）」に改め、同条第５項中「本項」を「この項」に改める。

第２４条第１項ただし書中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。

以下「施行規則」という。）」を「施行規則」に改める。

第２５条の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の５第５項」

に改める。

附則第３条の５の２第１項中「平成３９年度」を「平成４１年度」に、「平成

２９年」を「平成３１年」に改める。

附則第４条の次に次の１条を加える。

（寄附金税額控除に係る申告の特例等）

第４条の２ 法附則第７条第８項に規定する申告特例対象寄附者は、当分の間、

第２０条の２の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、

第２４条第４項の規定による申告書の提出（第２５条第１項の規定により当該

申告書が提出されたものとみなされる所得税法第２条第１項第３７号に規定す

る確定申告書の提出を含む。）に代えて、法第３１４条の７第１項第１号に掲

げる寄附金（以下この条及び次条において「地方団体に対する寄附金」とい



う。）を支出する際、法附則第７条第８項から第１０項までに規定するところ

により、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、同条第８項

に規定する申告特例通知書を送付することを求めることができる。

附則第５条及び第６条を次のように改める。

第５条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄附金を支

出し、かつ、当該納税義務者について法附則第７条第１２項の規定による申告

特例通知書の送付があつた場合においては、法附則第７条の２第４項に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第２０条の２の規定を適用

した場合の所得割の額から控除するものとする。

（軽自動車税の税率の特例）

第６条 法附則第３０条第１項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に

対する第４０条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日

から平成２８年３月３１日までの間に初めて道路運送車両法（昭和２６年法律

第１８５号）第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この条に

おいて「初回車両番号指定」という。）を受けた場合において、平成２８年度

分の軽自動車税に限り、第４０条第１項第２号ア中次の表の左欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

３，９００円 １，０００円

６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソ

リンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対す

る第４０条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から

平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平

成２８年度分の軽自動車税に限り、同条第１項第２号ア中次の表の左欄に掲げ



る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

３，９００円 ２，０００円

６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（前項

の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第４０条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、

同条第１項第２号ア中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

３，９００円 ３，０００円

６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

附則第６条の２を削る。

第２条 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例（平成２６年杉並区条例第１

３号）の一部を次のように改正する。

第１条中杉並区特別区税条例附則第５条及び第６条の改正規定を次のように改

める。

附則第６条第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３０条第５項

第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「附則第３０条第２項

第１号」を「附則第３０条第４項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、同



条第１項中「附則第３０条第１項第１号」を「附則第３０条第３項第１号」に、

「初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項後段の

規定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」とい

う。）」を「初回車両番号指定」に改め、同項を同条第２項とし、同項の前に

次の１項を加える。

法附則第３０条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動

車が初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」

という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の

年度分の軽自動車税に係る第４０条の規定の適用については、当分の間、同

条第１項第２号ア中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

３，９００円 ４，６００円

６，９００円 ８，２００円

１０，８００円 １２，９００円

３，８００円 ４，５００円

５，０００円 ６，０００円

附則第１条第２号中「附則第６条」を「附則第６条第１項」に改め、同条第３

号中「附則第５条及び第６条」を「附則第６条」に、「附則第６条」を「附則第

６条第１項」に改める。

附則第４条第１項中「附則第６条」を「附則第６条第１項」に改め、同条第２

項中「附則第６条」を「附則第６条第１項」に、「同条」を「同項」に改める。

附則第５条中「附則第６条」を「附則第６条第１項」に改める。

附 則

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(１) 第１条中杉並区特別区税条例第１６条第２項の改正規定（ただし書を加え



る部分に限る。）及び同条例第２５条の３第４項の改正規定並びに附則第２条

第１項の規定 平成２８年１月１日

(２) 第１条中杉並区特別区税条例附則第６条の２を削る改正規定及び附則第４

条の規定 平成２８年４月１日

第２条 第１条の規定による改正後の杉並区特別区税条例（以下「新条例」とい

う。）第１６条第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の特別区民税（以下

「区民税」という。）について適用し、平成２７年度分までの区民税については、

なお従前の例による。

２ 新条例附則第４条の２の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成２７年４

月１日以後に支出した新条例附則第４条の２に規定する地方団体に対する寄附金

について適用する。

３ 新条例附則第５条の規定は、平成２８年度以後の年度分の区民税について適用

する。

第３条 新条例附則第６条の規定は、平成２８年度分の軽自動車税について適用す

る。

第４条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

前に課した、又は課すべきであった第１条の規定による改正前の杉並区特別区税

条例附則第６条の２第１項に規定する喫煙用の紙巻たばこ（以下「紙巻たばこ３

級品」という。）に係る特別区たばこ税については、なお従前の例による。

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４６５

条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行

われる紙巻たばこ３級品に係る特別区たばこ税の税率は、新条例第５１条の規定

にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(１) 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００本につき

２，９２５円

(２) 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００本につき

３，３５５円

(３) 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００本につき

４，０００円



３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第５２条の３第１項から第４項ま

での規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

新条例第５２条の３第 施行規則第３４号の２様 地方税法施行規則の一部

１項 式 を改正する省令（平成２

７年総務省令第３８号）

による改正前の施行規則

（以下この条において

「旧施行規則」とい

う。）第４８号の５様式

新条例第５２条の３第 施行規則第３４号の２の 旧施行規則第４８号の６

２項 ２様式 様式

新条例第５２条の３第 施行規則第３４号の２の 旧施行規則第４８号の９

３項 ６様式 様式

新条例第５２条の３第 施行規則第３４号の２様 旧施行規則第４８号の５

４項 式又は第３４号の２の２ 様式又は第４８号の６様

様式 式

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第２

号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ

３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第４８条第１項に規

定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。）又は小売販売業者が

ある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成２７年

法律第９号。以下「所得税法等改正法」という。）附則第５２条第１項の規定に

より製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課され

ることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品

（これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、

これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ

３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販



売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合におけ

る特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３

級品の本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円と

する。

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法等

の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則第２０条第４項に規定する

申告書を平成２８年５月２日までに区長に提出しなければならない。

６ 前項の申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに、その申告に係る

税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」とい

う。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。

７ 第４項の規定により特別区たばこ税を課する場合においては、同項から前項ま

でに規定するもののほか、新条例第８条、第５２条の３第４項及び第５項、第５

２条の６並びに第５３条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

新条例第５２条の３第 施行規則第３４号の２様 地方税法等の一部を改正

４項 式又は第３４号の２の２ する法律（平成２７年法

様式 律第２号）附則第２０条

第４項に規定する申告書

新条例第５２条の３第 第１項又は第２項 杉並区特別区税条例等の

５項 一部を改正する条例（平

成２７年杉並区条例第

号。以下「平成２７年

改正条例」という。）附

則第４条第６項

新条例第５２条の６第 第５２条の３第１項又は 平成２７年改正条例附則

１項 第２項の規定による申告 第４条第５項の申告書を

書を当該各項 同項

新条例第５３条第２項 第５２条の３第１項又は 平成２７年改正条例附則

第２項 第４条第６項

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域



内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級

品のうち、第４項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた場合には、当該特別区たばこ税に相当する金額を、新条例第５

２条の４の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付さ

れた、又は納付されるべき特別区たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付

に併せて、当該卸売販売業者等に係る特別区たばこ税額から控除し、又は当該卸

売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第５

２条の３第１項から第３項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該

返還に係る紙巻たばこ３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規

則第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。

９ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販

売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これら

の者が所得税法等改正法附則第５２条第８項の規定により製造たばこの製造者と

して当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出し

たものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これ

らの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業

者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者

である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業

所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものと

みなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標

準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該特別

区たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により特別区たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第９項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項に

おいて準用する同条第４



項

平成２８年５月２日 平成２９年５月１日

第６項 平成２８年９月３０日 平成２９年１０月２日

第７項の表以外の部分 第４項の 第９項の

から前項まで 及び前２項

第７項の表新条例第５ 附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項に

２条の３第４項の項 おいて準用する同条第４

項

第７項の表新条例第５ 附則第４条第６項 附則第４条第１０項にお

２条の３第５項の項 いて準用する同条第６項

第７項の表新条例第５ 附則第４条第５項 附則第４条第１０項にお

２条の６第１項の項 いて準用する同条第５項

第７項の表新条例第５ 附則第４条第６項 附則第４条第１０項にお

３条第２項の項 いて準用する同条第６項

第８項 第４項 第９項

１１ 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等改正法附則第５２条第１０項の規定により製造たばこの製造

者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移

出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、

これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販

売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する

営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したも

のとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課

税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該



特別区たばこ税の税率は、１，０００本につき６４５円とする。

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により特別区たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第１１項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項に

おいて準用する同条第４

項

平成２８年５月２日 平成３０年５月１日

第６項 平成２８年９月３０日 平成３０年１０月１日

第７項の表以外の部分 第４項の 第１１項の

から前項まで 及び前２項

第７項の表新条例第５ 附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項に

２条の３第４項の項 おいて準用する同条第４

項

第７項の表新条例第５ 附則第４条第６項 附則第４条第１２項にお

２条の３第５項の項 いて準用する同条第６項

第７項の表新条例第５ 附則第４条第５項 附則第４条第１２項にお

２条の６第１項の項 いて準用する同条第５項

第７項の表新条例第５ 附則第４条第６項 附則第４条第１２項にお

３条第２項の項 いて準用する同条第６項

第８項 第４項 第１１項

１３ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の規定により製造たばこの製造

者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移



出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、

これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販

売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する

営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したも

のとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課

税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該

特別区たばこ税の税率は、１，０００本につき１，２６２円とする。

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により特別区たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第１３項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項に

おいて準用する同条第４

項

平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日

第６項 平成２８年９月３０日 平成３１年９月３０日

第７項の表以外の部分 第４項の 第１３項の

から前項まで 及び前２項

第７項の表新条例第５ 附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項に

２条の３第４項の項 おいて準用する同条第４

項

第７項の表新条例第５ 附則第４条第６項 附則第４条第１４項にお

２条の３第５項の項 いて準用する同条第６項

第７項の表新条例第５ 附則第４条第５項 附則第４条第１４項にお

２条の６第１項の項 いて準用する同条第５項

第７項の表新条例第５ 附則第４条第６項 附則第４条第１４項にお

３条第２項の項 いて準用する同条第６項



第８項 第４項 第１３項

（提案理由）

寄附金税額控除に係る申告の特例を創設する等の必要がある。
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杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区特別区税条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準）

第１６条 略 第１６条 略

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又 ２ 前項の総所得金額、退職所得金額ま

は 山林所得金額は、法又は これに たは山林所得金額は、法またはこれに

基づく政令に特別の定めがある場合を 基づく政令に特別の定めがある場合を

除くほか、それぞれ所得税法（昭和４ 除くほか、それぞれ所得税法（昭和４

０年法律第３３号）その他の所得税に ０年法律第３３号）その他の所得税に

関する法令の規定による所得税法第２ 関する法令の規定による所得税法第２

２条第２項又は 第３項の総所得金 ２条第２項または第３項の総所得金

額、退職所得金額又は 山林所得金額 額、退職所得金額または山林所得金額

の計算の例によつて算定する。ただ の計算の例によつて算定する。

し、同法第６０条の２から第６０条の

４までの規定の例によらないものとす

る。

３ 法第２３条第１項第１５号に規定す ３ 法第２３条第１項第１５号に規定す

る特定配当等（以下この項及び次項並 る特定配当等（以下本項 及び次項並

びに第２１条の２において「特定配当 びに第２１条の２において「特定配当

等」という。）に係る所得を有する者 等」という。）に係る所得を有する者

に係る総所得金額は、当該特定配当等 に係る総所得金額は、当該特定配当等

に係る所得の金額を除外して算定す に係る所得の金額を除外して算定す

る。 る。

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所 ４ 前項の規定は、特定配当等に係る所

得が生じた年の翌年の４月１日の属す 得が生じた年の翌年の４月１日の属す

る年度分の第２４条第１項の規定によ る年度分の第２４条第１項の規定によ

資 料 １



- 2 -

る申告書（その提出期限後において区 る申告書（その提出期限後において区

民税の納税通知書が送達される時まで 民税の納税通知書が送達される時まで

に提出されたもの及びその時までに提 に提出されたもの及びその時までに提

出された第２５条第１項の確定申告書 出された第２５条第１項の確定申告書

を含む。）に特定配当等に係る所得の を含む。）に特定配当等に係る所得の

明細に関する事項その他地方税法施行 明細に関する事項その他施行規則

規則（昭和２９年総理府令第２３号。

以下「施行規則」という。）に定める に定める

事項の記載があるとき（これらの申告 事項の記載があるとき（これらの申告

書にその記載がないことについてやむ 書にその記載がないことについてやむ

を得ない理由があると区長が認めると を得ない理由があると区長が認めると

きを含む。）は、当該特定配当等に係 きを含む。）は、当該特定配当等に係

る所得の金額については、適用しな る所得の金額については、適用しな

い。 い。

５ 法第２３条第１項第１６号に規定す ５ 法第２３条第１項第１６号に規定す

る特定株式等譲渡所得金額（以下この る特定株式等譲渡所得金額（以下本項

項及び次項並びに第２１条の２におい 及び次項並びに第２１条の２におい

て「特定株式等譲渡所得金額」とい て「特定株式等譲渡所得金額」とい

う。）に係る所得を有する者に係る総 う。）に係る所得を有する者に係る総

所得金額は、当該特定株式等譲渡所得 所得金額は、当該特定株式等譲渡所得

金額に係る所得の金額を除外して算定 金額に係る所得の金額を除外して算定

する。 する。

６ 略 ６ 略

（区民税の申告） （区民税の申告）

第２４条 第１０条第１号の者は、３月 第２４条 第１０条第１号の者は、３月

１５日までに、規則で定める申告書を １５日までに、規則で定める申告書を

区長に提出しなければならない。ただ 区長に提出しなければならない。ただ

し、法第３１７条の６第１項又は第４ し、法第３１７条の６第１項又は第４

項の規定によつて給与支払報告書又は 項の規定によつて給与支払報告書又は
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資 料 １

公的年金等支払報告書を提出する義務 公的年金等支払報告書を提出する義務

がある者から１月１日現在において給 がある者から１月１日現在において給

与又は公的年金等の支払を受けている 与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所 者で前年中において給与所得以外の所

得又は公的年金等に係る所得以外の所 得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかつたもの（公的年金等に 得を有しなかつたもの（公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかつた者 係る所得以外の所得を有しなかつた者

で社会保険料控除額（令第４８条の９ で社会保険料控除額（令第４８条の９

の７に規定するものを除く。）、小規 の７に規定するものを除く。）、小規

模企業共済等掛金控除額、生命保険料 模企業共済等掛金控除額、生命保険料

控除額、地震保険料控除額、勤労学生 控除額、地震保険料控除額、勤労学生

控除額、配偶者特別控除額若しくは法 控除額、配偶者特別控除額若しくは法

第３１４条の２第５項に規定する扶養 第３１４条の２第５項に規定する扶養

控除額の控除又はこれらと併せて雑損 控除額の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、 控除額若しくは医療費控除額の控除、

法第３１３条第８項に規定する純損失 法第３１３条第８項に規定する純損失

の金額の控除、同条第９項に規定する の金額の控除、同条第９項に規定する

純損失若しくは雑損失の金額の控除若 純損失若しくは雑損失の金額の控除若

しくは第２０条の２の規定によつて控 しくは第２０条の２の規定によつて控

除すべき金額（以下この条において 除すべき金額（以下この条において

「寄附金税額控除額」という。）の控 「寄附金税額控除額」という。）の控

除を受けようとするものを除く。以下 除を受けようとするものを除く。以下

この条において「給与所得等以外の所 この条において「給与所得等以外の所

得を有しなかつた者」という。）及び 得を有しなかつた者」という。）及び

第１１条第２項に規定する者（施行規 第１１条第２項に規定する者（地方税

則 法施行規則（昭和２９年総理府令第２

第 ３号。以下「施行規則」という。）第

２条の２第１項の表の上欄の（二）に ２条の２第１項の表の上欄の（二）に

掲げる者を除く。）については、この 掲げる者を除く。）については、この
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限りでない。 限りでない。

２～７ 略 ２～７ 略

（区民税に係る公的年金等受給者の扶養 （区民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 親族申告書）

第２５条の３ 略 第２５条の３ 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定 ４ 公的年金等受給者は、第１項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき による申告書の提出の際に経由すべき

公的年金等支払者が所得税法第２０３ 公的年金等支払者が所得税法第２０３

条の５第５項に規定する納税地の所轄 条の５第４項に規定する納税地の所轄

税務署長の承認を受けている場合に 税務署長の承認を受けている場合に

は、施行規則で定めるところにより、 は、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該公的 当該申告書の提出に代えて、当該公的

年金等支払者に対し、当該申告書に記 年金等支払者に対し、当該申告書に記

載すべき事項を電磁的方法により提供 載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。 することができる。

５ 略 ５ 略

附 則 附 則

第３条の５の２ 平成２２年度から平成 第３条の５の２ 平成２２年度から平成

４１年度までの各年度分の区民税に限 ３９年度までの各年度分の区民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所 り、所得割の納税義務者が前年分の所

得税につき租税特別措置法第４１条又 得税につき租税特別措置法第４１条又

は第４１条の２の２の規定の適用を受 は第４１条の２の２の規定の適用を受

けた場合（居住年が平成１１年から平 けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から平成 成１８年まで又は平成２１年から平成

３１年までの各年である場合に限 ２９年までの各年である場合に限

る。）において、前条第１項の規定の る。）において、前条第１項の規定の

適用を受けないときは、法附則第５条 適用を受けないときは、法附則第５条

の４の２第６項（同条第９項の規定に の４の２第６項（同条第９項の規定に
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資 料 １

より読み替えて適用される場合を含 より読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除す む。）に規定するところにより控除す

べき額を、当該納税義務者の第１９条 べき額を、当該納税義務者の第１９条

及び第２０条の規定を適用した場合の 及び第２０条の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 所得割の額から控除する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（寄附金税額控除に係る申告の特例等）

第４条の２ 法附則第７条第８項に規定

する申告特例対象寄附者は、当分の

間、第２０条の２の規定によつて控除

すべき金額の控除を受けようとする場

合には、第２４条第４項の規定による

申告書の提出（第２５条第１項の規定

により当該申告書が提出されたものと

みなされる所得税法第２条第１項第３

７号に規定する確定申告書の提出を含

む。）に代えて、法第３１４条の７第

１項第１号に掲げる寄附金（以下この

条及び次条において「地方団体に対す

る寄附金」という。）を支出する際、

法附則第７条第８項から第１０項まで

に規定するところにより、地方団体に

対する寄附金を受領する地方団体の長

に対し、同条第８項に規定する申告特

例通知書を送付することを求めること

ができる。

第５条 当分の間、所得割の納税義務者 第５条及び第６条 削除

が前年中に地方団体に対する寄附金を

支出し、かつ、当該納税義務者につい
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て法附則第７条第１２項の規定による

申告特例通知書の送付があつた場合に

おいては、法附則第７条の２第４項に

規定するところにより控除すべき額

を、当該納税義務者の第２０条の２の

規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。

（軽自動車税の税率の特例）

第６条 法附則第３０条第１項第１号及

び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車

に対する第４０条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が平成２７年４月

１日から平成２８年３月３１日までの

間に初めて道路運送車両法（昭和２６

年法律第１８５号）第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定（以下

この条において「初回車両番号指定」

という。）を受けた場合において、平

成２８年度分の軽自動車税に限り、第

４０条第１項第２号ア中次の表の左欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

３，９００円 １，０００円

６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円
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資 料 １

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる三輪以上の軽自動車（ガ

ソリンを内燃機関の燃料として用いる

ものに限る。次項において同じ。）に

対する第４０条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２７年４月１

日から平成２８年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合にお

いて、平成２８年度分の軽自動車税に

限り、同条第１項第２号ア中次の表の

左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。

３，９００円 ２，０００円

６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第

２号に掲げる三輪以上の軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除

く。）に対する第４０条の規定の適用

については、当該軽自動車が平成２７

年４月１日から平成２８年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた

場合において、平成２８年度分の軽自

動車税に限り、同条第１項第２号ア中

次の表の左欄に掲げる字句は、それぞ
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れ同表の右欄に掲げる字句とする。

３，９００円 ３，０００円

６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

（たばこ税の税率の特例）

第６条の２ たばこ事業法附則第２条の

規定による廃止前の製造たばこ定価法

（昭和４０年法律第１２２号）第１条

第１項に規定する紙巻たばこ３級品の

当該廃止の時における品目と同一であ

る喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税

の税率は、第５１条の規定にかかわら

ず、当分の間、１，０００本につき

２，４９５円とする。

２ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第５２条の３第１項から第４項まで

の規定については、同条第１項中「第

３４号の２様式」とあるのは「第４８

号の５様式」と、同条第２項中「第３

４号の２の２様式」とあるのは「第４

８号の６様式」と、同条第３項中「第

３４号の２の６様式」とあるのは「第

４８号の９様式」と、同条第４項中

「第３４号の２様式又は第３４号の２

の２様式」とあるのは「第４８号の５
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資 料 １

様式又は第４８号の６様式」とする。

第２条による改正（杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

第１条 杉並区特別区税条例（昭和３９ 第１条 杉並区特別区税条例（昭和３９

年杉並区条例第４１号）の一部を次の 年杉並区条例第４１号）の一部を次の

ように改正する。 ように改正する。

略 略

附則第６条第３項中「附則第３０条 附則第５条及び第６条を次のように

第３項第１号」を「附則第３０条第５ 改める。

項第１号」に改め、同項を同条第４項 第５条 削除

とし、同条第２項中「附則第３０条第 （軽自動車税の税率の特例）

２項第１号」を「附則第３０条第４項 第６条 法附則第３０条第１項に規定

第１号」に改め、同項を同条第３項と する三輪以上の軽自動車に対する当

し、同条第１項中「附則第３０条第１ 該軽自動車が初めて道路運送車両法

項第１号」を「附則第３０条第３項第 （昭和２６年法律第１８５号）第６

１号」に、「初めて道路運送車両法 ０条第１項後段の規定による車両番

（昭和２６年法律第１８５号）第６０ 号の指定を受けた月から起算して１

条第１項後段の規定による車両番号の ４年を経過した月の属する年度以後

指定（以下この条において「初回車両 の年度分の軽自動車税に係る第４０

番号指定」という。）」を「初回車両 条の規定の適用については、当分の

番号指定」に改め、同項を同条第２項 間、同条第１項第２号ア中次の表の

とし、同項の前に次の１項を加える。 左欄に掲げる字句は、それぞれ同表

法附則第３０条第１項に規定する の右欄に掲げる字句とする。

三輪以上の軽自動車に対する当該軽
３，９００円 ４，６００円

自動車が初めて道路運送車両法（昭

６，９００円 ８，２００円
和２６年法律第１８５号）第６０条

第１項後段の規定による車両番号の １０，８００円 １２，９００円
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指定（以下この条において「初回車

両番号指定」という。）を受けた月 ３，８００円 ４，５００円

から起算して１４年を経過した月の
５，０００円 ６，０００円

属する年度以後の年度分の軽自動車

税に係る第４０条の規定の適用につ

いては、当分の間、同条第１項第２

号ア中次の表の左欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

３，９００円 ４，６００円

６，９００円 ８，２００円

１０，８００円 １２，９００円

３，８００円 ４，５００円

５，０００円 ６，０００円

略 略

附 則 附 則

第１条 この条例は、公布の日から施行 第１条 この条例は、公布の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定 する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す は、当該各号に定める日から施行す

る。 る。

(１) 略 (１) 略

(２) 第１条中杉並区特別区税条例第 (２) 第１条中杉並区特別区税条例第

４０条第１項各号列記以外の部分の ４０条第１項各号列記以外の部分の

改正規定、同項第２号アの改正規定 改正規定、同項第２号アの改正規定

（「２，４００円」を「３，６００ （「２，４００円」を「３，６００

円」に改める部分を除く。）及び同 円」に改める部分を除く。）及び同

条第２項の改正規定並びに附則第３ 条第２項の改正規定並びに附則第３
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条第１項及び第５条（第１条の規定 条第１項及び第５条（第１条の規定

による改正後の杉並区特別区税条例 による改正後の杉並区特別区税条例

（以下「新条例」という。）附則第 （以下「新条例」という。）附則第

６条第１項に係る部分を除く。）の ６条 に係る部分を除く。）の

規定 平成２７年４月１日 規定 平成２７年４月１日

(３) 第１条中杉並区特別区税条例第 (３) 第１条中杉並区特別区税条例第

４０条第１項第１号の改正規定、同 ４０条第１項第１号の改正規定、同

項第２号アの改正規定（「２，４０ 項第２号アの改正規定（「２，４０

０円」を「３，６００円」に改める ０円」を「３，６００円」に改める

部分に限る。）、同号イ及び同項第 部分に限る。）、同号イ及び同項第

３号の改正規定並びに同条例附則第 ３号の改正規定並びに同条例附則第

６条 の改正規定並びに附 ５条及び第６条の改正規定並びに附

則第３条第２項、第４条及び第５条 則第３条第２項、第４条及び第５条

（新条例附則第６条第１項に係る部 （新条例附則第６条 に係る部

分に限る。）の規定 平成２８年４ 分に限る。）の規定 平成２８年４

月１日 月１日

(４) 略 (４) 略

第４条 新条例附則第６条第１項の規定 第４条 新条例附則第６条 の規定

は、平成２８年度以後の年度分の軽自 は、平成２８年度以後の年度分の軽自

動車税について適用する。 動車税について適用する。

２ 平成１５年１０月１４日前に初めて ２ 平成１５年１０月１４日前に初めて

道路運送車両法（昭和２６年法律第１ 道路運送車両法（昭和２６年法律第１

８５号）第６０条第１項後段の規定に ８５号）第６０条第１項後段の規定に

よる車両番号の指定を受けた三輪以上 よる車両番号の指定を受けた三輪以上

の軽自動車に対して課する軽自動車税 の軽自動車に対して課する軽自動車税

に係る新条例附則第６条第１項の規定 に係る新条例附則第６条 の規定

の適用については、同項中「受けた の適用については、同条中「受けた

月」とあるのは、「受けた月の属する 月」とあるのは、「受けた月の属する

年の１２月」とする。 年の１２月」とする。

資 料 １
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第５条 平成２７年３月３１日以前に初 第５条 平成２７年３月３１日以前に初

めて道路運送車両法第６０条第１項後 めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定を受け 段の規定による車両番号の指定を受け

た三輪以上の軽自動車に対して課する た三輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税に係る新条例第４０条及び 軽自動車税に係る新条例第４０条及び

新条例附則第６条第１項の規定の適用 新条例附則第６条 の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる規 については、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それ 定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

新条例第４ ３，９００ ３，１００ 新条例第４ ３，９００ ３，１００

０条第１項 円 円 ０条第１項 円 円

第２号ア 第２号ア

６，９００ ５，５００ ６，９００ ５，５００

円 円 円 円

１０，８０ ７，２００ １０，８０ ７，２００

０円 円 ０円 円

３，８００ ３，０００ ３，８００ ３，０００

円 円 円 円

５，０００ ４，０００ ５，０００ ４，０００

円 円 円 円

新条例附則 第４０条 杉並区特別 新条例附則 第４０条 杉並区特別

第６条第１ 区税条例等 第６条 区税条例等

項の表以外 の一部を改 の表以外 の一部を改

の部分 正する条例 の部分 正する条例

（平成２６ （平成２６

年杉並区条 年杉並区条

例 第 １ ３ 例 第 １ ３

号。以下こ 号。以下こ

の条におい の条におい

て、「平成 て、「平成

２６年改正 ２６年改正

条例」とい 条例」とい

う。）附則 う。）附則

第５条の規 第５条の規
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資 料 １

定により読 定により読

み替えて適 み替えて適

用される第 用される第

４０条 ４０条

同条第１項 平成２６年 同条第１項 平成２６年

第２号ア 改正条例附 第２号ア 改正条例附

則第５条の 則第５条の

規定により 規定により

読み替えて 読み替えて

適用される 適用される

第４０条第 第４０条第

１項第２号 １項第２号

ア ア

新条例附則 ３，９００ ３，１００ 新条例附則 ３，９００ ３，１００

第６条第１ 円 円 第６条 円 円

項の表 の表

６，９００ ５，５００ ６，９００ ５，５００

円 円 円 円

１０，８０ ７，２００ １０，８０ ７，２００

０円 円 ０円 円

３，８００ ３，０００ ３，８００ ３，０００

円 円 円 円

５，０００ ４，０００ ５，０００ ４，０００

円 円 円 円
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杉並区特別区税条例の主な改正点 

 

税
目 

改 正 内 容 施行日 適用関係 

特 

別 

区 

民 

税 

１ 住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長 

 

  住宅借入金等特別税額控除の適用期限を１年

６箇月延長し、居住の用に供した日が平成 29 年

12月 31日であるものから平成 31年 6月 30日で

あるものまでとする。 

（区税条例附則第３条の５の２・地方税法附則

第５条の４の２） 

公布の日        

２ 寄附金税額控除に係る申告の特例等の創設 

 

（１）給与所得者等は、確定申告に代えて、寄附

金税額控除に必要な事項の通知を寄附先の地方

団体が行うことを求めることができることとす

る。 

 

（２）本特例が適用される場合は、翌年度の個人

住民税において、所得税控除分相当額を含めて

控除を行うこととする。 

（区税条例附則第４条の２及び第５条・地方税

法附則第７条及び第７条の２） 

公布の日 （１）は平成

27 年４月１

日以後に支出

した地方団体

に対する寄附

金から適用、

（２）は平成

28 年度分か

ら適用 

軽 

自 

動 

車 

税 

３ 軽自動車税の税率の特例 

 

  平成 27 年度中に初めて車両番号の指定を受け

た三輪以上の軽自動車について、平成 28 年度分

の軽自動車税をそのエネルギー消費効率等に応

じ、それぞれ次のとおり軽課することとする。 

（１）電気軽自動車及び天然ガス軽自動車（平成

21 年排出ガス保安基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が当該基準の 90％を超えないも

の） 

車種区分 税率 軽課税率 

三輪のもの 3,900円 1,000円 

四
輪
以
上
の
も
の 

乗
用 

営業用 6,900円 1,800円 

自家用 10,800円 2,700円 

貨
物
用 

営業用 3,800円 1,000円 

自家用 5,000円 1,300円 
 

公布の日 平成 28 年度

分に適用 

資 料 ２ 
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税
目 

改 正 内 容 施行日 適用関係 

軽 

自 

動 

車 

税 

（２）次に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリン

を燃料とするもので、窒素酸化物の排出量が平

成 17年排出許容限度の 25％を超えないものに限

る。（３）において同じ。） 

 ア エネルギー消費効率が平成 32 年度基準エネ

ルギー消費効率の 120％以上の乗用の軽自動車 

 イ エネルギー消費効率が平成 27 年度基準エネ

ルギー消費効率の 135％以上の貨物用の軽自動

車 

車種区分 税率 軽課税率 

三輪のもの 3,900円 2,000円 

四
輪
以
上
の
も
の 

乗
用 

営業用 6,900円 3,500円 

自家用 10,800円 5,400円 

貨
物
用 

営業用 3,800円 1,900円 

自家用 5,000円 2,500円 

 

（３）次に掲げる三輪以上の軽自動車 

 ア エネルギー消費効率が平成 32 年度基準エネ

ルギー消費効率以上の乗用の軽自動車

（（２）アに該当するものを除く。） 

 イ エネルギー消費効率が平成 27 年度基準エネ

ルギー消費効率の 115％以上の貨物用の軽自動

車（（２）イに該当するものを除く。） 

車種区分 税率 軽課税率 

三輪のもの 3,900円 3,000円 

四
輪
以
上
の
も
の 

乗
用 

営業用 6,900円 5,200円 

自家用 10,800円 8,100円 

貨
物
用 

営業用 3,800円 2,900円 

自家用 5,000円 3,800円 

（区税条例附則第６条・地方税法附則第 30条） 

公布の日 平成 28 年度

分に適用 
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税
目 

改 正 内 容 施行日 適用関係 

特 

別 

区 

た 

ば 

こ 

税 

４ 旧紙巻たばこ３級品に係る税率の特例の廃止 

 

（１）旧紙巻たばこ３級品（たばこ専売制の下に

おいて３級品とされていた紙巻たばこ）に係る

税率の特例を廃止し、税率を次のとおり段階的

に引き上げる。 

期間 
税率 

（1,000本当たり） 

平成28年３月31日まで 2,495円 

平成28年４月１日から 

平成29年３月31日まで 
2,925円 

平成29年４月１日から 

平成30年３月31日まで 
3,355円 

平成30年４月１日から 

平成31年３月31日まで 
4,000円 

平成31年４月１日から 5,262円 

 

（２）引上げ前の税率で課税された旧紙巻たばこ

３級品を各税率の引上げ日に販売のために所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者に対し、

引上げ額に相当する額を課税する。 

（区税条例附則第６条の２・改正条例附則第４

条・地方税法附則第 30条の２・改正法附則第 20

条） 

平成 28 年

４月１日 

       


